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公共施設等運営権に係る組入対象範囲の見直し 

公共施設等運営権 
※PFI法に基づく運営権 

 
（対象となる公共施設等） 

道路・鉄道・港湾・空港 
上下水道・情報通信施設 

熱供給施設・新エネルギー施設 
船舶（エネルギー船のみ） 

河川・公園・庁舎・宿舎 
賃貸住宅・教育文化施設 
廃棄物処理施設・医療施設 
社会福祉施設・更生保護施設 
駐車場・地下街・リサイクル施設 

観光施設・研究施設 
船舶（エネルギー船以外） 

航空機・人工衛星 

現在のインフラファンドの 
投資可能範囲 

PFI法の範囲と 
整合的になるよう見直し 

• 東証インフラファンド市場は、インフラに関する資金調達及び資金運用の場を提供することを目的に2015年4月に開設され、
2018年2月現在、太陽光発電設備に投資する4銘柄が上場している。 
 

• 上場インフラファンドが投資対象とするインフラ資産のうち、公共施設等運営権（コンセッション）については、政府の重点分野を
中心に、今後多くの案件が民営化されることが考えられる。 
 

• 現在、上場インフラファンドが取得できるコンセッションの範囲は東証の規則によって限定されているが、将来の上場市場活用を見
据え、その範囲をPFI法で許容される範囲まで拡大できないか検討している。 
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